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　市では、食育に関する市民の意識や現状を把握することを目的に、平成26年7月に満20歳以上の市
民2,000人を対象に市民意識調査を実施しました。その結果は以下の通りです。

① 食育の認知と関心
ア　食育の認知度
　「食育」の言葉も意味も知っている人の割合は、前回調査（平成22年度）の56.8%から60.2%と
なっており、3.4ポイントの上昇にとどまりました。

イ　性別・年齢別にみた食育の関心度
　「食育」の関心度は、年齢別でみると20歳代がやや低く、性別では男性より女性が高い傾向です。
特に、平成26年度調査の30歳代と40歳代の男女を比較すると20ポイント以上の差があります。また、
前回調査（平成22年度）と比較すると、認知度と同様に20歳代男性は39.0％から58.9％に、19.9ポ
イントと大きく上昇しています。

１．市民意識調査の結果
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② 朝食摂取の状況
ア　朝食摂取の状況
　朝食摂取の状況は、前回調査（平成22年度調）と比較すると、ほぼ横ばいの状況です。性別・年齢
別でみると、全ての年代で男性が女性より欠食率が高くなっているとともに、男女とも20歳代、30歳
代の欠食率が高い傾向にあります。特に、30歳代男性では約4人に1人がほとんど朝食を食べていない
状況でした。

イ　子ども（中学生以下）の朝食摂取の状況
　ほぼ毎日食べている割合は8割を超えていますが、前回調査（平成22年度）と比べて2.9ポイント低
下しました。

第3次　久留米市食育推進プラン（H28－H32） ・ 資料編
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③ 地産地消に対する意識
ア　地産地消を意識している割合
　「意識している」と「やや意識している」割合は、前回調査（平成22年度）の53.3％から49.4％へ
3.9ポイント低下しました。その内訳をみると、「意識している」割合は8.4ポイントの上昇に対し、「やや
意識している」割合は12.3ポイントと大きく低下しています。

イ　性別・年齢別にみた地産地消の意識
　地産地消を意識している割合は、男性より女性が約20ポイント高く、男女とも年齢が高くなるほど、
意識も高くなる傾向にあります。20歳代と70歳以上では男性で42.5ポイントの差、女性で50.4ポイ
ントの差があり、年齢による意識の差が大きいことが特徴です。
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第3次　久留米市食育推進プラン（H28－H32） ・ 資料編

（１）　第3次プラン策定の経過
　5回にわたる久留米市食育推進会議での審議、久留米市議会経済常任委員会での調査審議、パブ
リックコメントによる市民の意見募集などを経て、平成28年3月に策定しました。

２．第3次プラン策定経過

久留米市食育推進会議
　第1回審議：第3次プラン策定の考え方
久留米市議会経済常任委員会協議会報告
　　　　　 ：第3次プラン策定の考え方

久留米市食育推進会議
　第4回審議：第3次プランの素案

平成27年

平成28年

5月

1月

久留米市議会経済常任委員会所管事務調査
　　　　　 ：第3次プラン（素案）について
パブリックコメント実施（2月1日～3月1日）

第3次プラン策定

久留米市食育推進会議
　第2回審議：第2次プランの総括

久留米市食育推進会議
　第3回審議：第2次プランの総括
　　　　　　 第3次プランの骨子案

久留米市議会経済常任委員会協議会報告
　　　　　 ：パブリックコメントの結果報告

久留米市食育推進会議
　第5回審議：パブリックコメントの結果
　　　　　　 第3次プラン案

2月

8月

10月

3月
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（２）　久留米市食育推進会議
　久留米市食育推進会議は、食育を総合的かつ計画的に推進するため、学識経験者や関係機関、市
民団体、行政などで構成する平成18年に設置した会議です。
　本市の食育の総合的な推進に関することやプランの作成や見直しへの調査・審議に関することを所
掌事務としています。

行政

学識経験者

教育・保育
関係機関

健康・医療
関係機関

保健衛生
関係機関

農商工業
関係機関

市民団体

行政

久留米市副市長
久留米信愛女学院短期大学フードデザイン学科　学科長
久留米大学比較文化研究所　教授
久留米市立田主丸小学校　校長
久留米市立高牟礼中学校　校長
福岡県立久留米高等学校　校長
久留米市保育協会　大善寺保育園　園長
久留米市私立幼稚園協会　
学校法人森山学園　正進幼稚園　理事長
久留米市小学校父母教師会連合会　母親委員長
久留米市中学校父母教師会連合会　母親委員長
久留米歯科医師会　理事
福岡県歯科衛生士会南支部　支部長

久留米市食品衛生協会　事務担当理事

JAくるめ青年部　副部長
JAくるめ女性部　部長
久留米商工会議所　事務局長
久留米市食生活改善推進員協議会　会長
NPO法人栄養ケア・ちっご　監事
スローフード協会筑後平野　代表
久留米市健康福祉部　保健所長
久留米市子ども未来部　部長
久留米市環境部　部長
久留米市農政部　部長
久留米市教育部　部長

◎橋本　政孝
○山下　浩子
　保坂　恵美子
　佐々木　雅代
　小深田喜代枝
　葉玉　大作
　桑野　康子
　
荻野　珠江

　横溝　香代子
　宮﨑　邦子
　落合　聡
　西木　稔子

　高原　雄二

　馬場　俊充
　辻　トシコ
　宮本　則昭
　辻　摩夕実
　原　　清子
　平川　　武
　星子美智子
　吉田　　茂
　八尋　幹夫
　森山　純郎
　窪田　俊哉

【委員名簿（順不同、敬称略）】
委員任期：平成27年4月1日～平成29年3月31日 ◎会長　○副会長

※平成28年3月31日時点の委員名簿を掲載しています。

団体名　役職 氏　名
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　二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、 未来や国際社会
に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたっ
て生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。
　子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。
　今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付け
るとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践す
ることができる人間を育てる食育を推進することが求められている。
　もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及
び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんで
いく基礎となるものである。
　一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを
忘れがちである。
　国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩（そう）身
志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」
に関する情報が社会に氾（はん）濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面
からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。
　また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文
化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。
　こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現する
ことが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼
関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及
び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。
　国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への
感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付ける
ことによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域
等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。
　さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献す
ることにつながることも期待される。
　ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育
の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全
な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかん
がみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関す
る施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的か
つ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生
活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

第3次　久留米市食育推進プラン（H28－H32） ・ 資料編

３．食育基本法 （平成17年6月17日、法律第63号）
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（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）
第二条　食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国
民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。

（食に関する感謝の念と理解）
第三条　食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる
人々の様 な々活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。

（食育推進運動の展開）
第四条　食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地
域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、
あまねく全国において展開されなければならない。

（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割）
第五条　食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識
するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚
し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践）
第六条　食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食
料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活
動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければならない。

（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献）
第七条　食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた
食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深める
とともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率
の向上に資するよう、推進されなければならない。

（食品の安全性の確保等における食育の役割）
第八条　食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにか
んがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に
関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ
積極的に行われなければならない。

（国の責務）
第九条　国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、
食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第十条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共
団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
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（教育関係者等及び農林漁業者等の責務）
第十一条　教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）に関する職務
に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下「教育関係者等」という。）は、食に関す
る関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる
場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協
力するよう努めるものとする。

２　農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関する体験活動
等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念に
のっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の
重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に
関する活動を行うよう努めるものとする。

（食品関連事業者等の責務）
第十二条　食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体（以下「食品
関連事業者等」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に
自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関
する活動に協力するよう努めるものとする。

（国民の責務）
第十三条　国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、
生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。

（法制上の措置等）
第十四条　政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措
置を講じなければならない。

（年次報告）
第十五条　政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければ
ならない。

第二章　食育推進基本計画等

（食育推進基本計画）
第十六条　食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進
基本計画を作成するものとする。

２　食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一　食育の推進に関する施策についての基本的な方針
二　食育の推進の目標に関する事項
三　国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
四　前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３　食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを内閣総理
大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

４　前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。

（都道府県食育推進計画）
第十七条　都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区
域内における食育の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県食
育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。

第3次　久留米市食育推進プラン（H28－H32） ・ 資料編
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２　都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議）は、都
道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

（市町村食育推進計画）
第十八条　市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本
計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策
についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。

２　市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市町村食育
推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。

第三章　基本的施策

（家庭における食育の推進）
第十九条　国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健
全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学びな
がら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及
び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた
栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

（学校、保育所等における食育の推進）
第二十条　国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に
促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育所等
における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導
的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導
体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる
農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関す
る理解の促進、過度の痩（そう）身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必
要な施策を講ずるものとする。

（地域における食生活の改善のための取組の推進）
第二十一条　国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善
を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、
地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、
市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における
食育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を
講ずるものとする。

（食育推進運動の展開）
第二十二条　国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事
業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発
的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図りながらあま
ねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、
食育の推進に関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動
を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。
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２　国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に
関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティアとの連携
協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等） 
第二十三条　国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との
信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と関
心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品
の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用そ
の他のその地域内における消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等
必要な施策を講ずるものとする。

（食文化の継承のための活動への支援等）
第二十四条　国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化
等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他
の必要な施策を講ずるものとする。

（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進）
第二十五条　国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食
生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその
再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、デー
タベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。
２　国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の食
生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動についての情
報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

第四章　食育推進会議等

（食育推進会議の設置及び所掌事務）
第二十六条　内閣府に、食育推進会議を置く。
２　食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
　一　食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
　二　前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する
施策の実施を推進すること。

（組織）
第二十七条　食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。

（会長）
第二十八条　会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

（委員）
第二十九条　委員は、次に掲げる者をもって充てる。

第3次　久留米市食育推進プラン（H28－H32） ・ 資料編
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一　内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項
の規定により命を受けて同法第四条第一項第十八号に掲げる事項に関する事務及び同条第三項第二十
七号の三に掲げる事務を掌理するもの（次号において「食育担当大臣」という。）
二　食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
三　食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２　前項第三号の委員は、非常勤とする。

（委員の任期）
第三十条　前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期
間とする。

２　前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。

（政令への委任）
第三十一条　この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

（都道府県食育推進会議）
第三十二条　都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作
成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。

２　都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

（市町村食育推進会議）
第三十三条　市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及び
その実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。

２　市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

附則抄
（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則（平成二一年六月五日法律第四九号）抄
（施行期日）
第一条　この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の施行の日から
施行する。



ー 40 ー

子ども・子育て支援法に基づき策定した、今後5年間の幼児期の学校教
育・保育、地域の子育て支援事業の「量の見込み」とその「確保方策」等
を盛り込んだ計画。（計画期間：平成27～平成31年度）

くるめ
子どもの笑顔
プラン

第3次　久留米市食育推進プラン（H28－H32） ・ 資料編

【か行】

４．用語解説

子どもたちが農業体験等を通して、食と農の大切さを学ぶ機会を提供するため、地
域の農業者やＪＡ、教育委員会、行政が連携して、田植えや稲刈りの指導、農業の
話などを行うもの。

学童農園

福岡県の郷土料理。博多弁の「がめくり込む」が名前の由来と言われる。九州地方
以外では筑前煮や炒り鶏とも呼ばれる。鶏肉、里芋、ニンジン、ゴボウ、こんにゃく等
を炒めてから醤油などで煮るのが特徴。

がめ煮

宮ノ陣クリーンセンターに設置された、市民に地球規模の環境破壊や身近なごみ
問題などの理解を深めてもらうための施設。ゲーム、体験、映像などで楽しく学ぶこ
とができる。

環境交流プラザ

家族や友人、職場の人や地域の人など、誰かと一緒に食事をとること。一緒に食事をする
ことで、会話がはずみ楽しく食事ができるため食事の満足度の向上につながる。また、
箸の持ち方といった食事のマナー、食べ物を大切にする心などを学ぶことができる。

共食

市民、市民活動団体、地域コミュニティ組織、事業者、行政などが、お互いの立場や
特性を理解し尊重しながら、対等の立場で、それぞれの役割と責任において、独自
に、あるいは、連携・協力して、地域の課題解決や目標達成に取り組むこと。

協働

環境基本条例第8条に基づき策定する環境分野の総合計画として位置づけられる
計画。環境分野の各種計画及び施策を立案する上で基本となる計画。（計画期間：
平成23～平成32年度）

久留米市環境
基本計画

教育基本法に規定された本市の「教育振興基本計画」であり、教育に関する大綱
の目指す理念や基本方針の実現に向けた中期的事業プラン。（第3期計画期間：
平成28～平成31年度）

久留米市
教育改革プラン

料理のエネルギーや塩分などの栄養成分表示や健康に配慮したメニューの提供、
食事や栄養に関する情報の提供などを行う、健康づくりを応援するお店。

くるめ健康づくり
応援店

栄養教諭・栄養職員等で構成する組織で、学校給食業務の進歩・発展や食育の推
進のための調査研究や自己の資質向上のための研修会等を行う。

久留米市栄養
教諭等研究会

筑後川に育まれた人と風土、その人と風土に培われた豊かな
食、文化芸術、ものづくりの技術など、様々な魅力がキラリと
輝いている久留米を表すキャッチコピーのロゴマーク。

キラリ久留米
ロゴマーク

久留米市のイメージキャラクター。キラリ久留米宣伝課長と
して、久留米市の魅力づくりを伝える役目をしている。

くるっぱ

1ヶ月当たりの給食の献立における食材の使用量や提供数などを記載し、保健所に
提出する報告書。

学校給食
栄養月報



ー 41 ー

市民の食育への関心を深めることを目的に平成20年度に開始した事業。市が募
集し、登録した会員に対して、メールや郵便で食育に関する情報の提供を行って
いる。

食育友の会

【さ行】

環境と経済が両立した循環型社会を形成していくための3つの頭文字を取ったもの。
Reduce（リデュース）：廃棄物の発生抑制、Reuse（リユース）：再使用、Recycle
（リサイクル）：再資源化。

3R
（スリーアール）

食育啓発促進事業において、当該年度に積極的に食育に取り組む学校として指定
された学校。指定された学校は、保護者向けの食生活アンケートや食育講演会の
開催、食育啓発通信の発行などに取り組む。

食育啓発促進校

食育の取組を積極的に実践する保育園3園と幼稚園1園を、毎年度、モデル園とし
て指定し、活動支援を行う事業。（平成27年度終了）

食育実践
モデル園

市政に関する市民の意向やニーズを把握し、市の施策推進の参考データとするとと
もに、市民の市政への関心を高め、理解を深めることを目的とした調査のこと。「くる
モニ」ともいう。無作為に抽出した市政アンケートモニターを対象にインターネット
等を活用して調査を行っている。

市政アンケート
モニター調査

食料・農業・農村基本条例第8条に基づき、食料の安定供給と農業、農村の振興に
関する基本的な計画を定めた農業政策のマスタープラン。（第2期計画期間：平成
27～平成31年度）

久留米市
食料・農業・農村
基本計画

「水と緑の人間都市」を基本理念に、「誇りがもてる美しい都市」、「市民一人ひとり
が輝く都市」、「活力あふれる中核都市」の3つの都市像を目指した都市づくりの基
盤となる計画。（計画期間：平成27～31年度）

久留米市
新総合計画・
第3次基本計画

男女が互いに尊敬しあい、一人ひとりが個性と能力を発揮できるまちづくりを目指し
て策定する、男女平等政策の基本計画となるもの。（第3次男女共同参画行動計画
計画期間：平成23～平成32年度）

久留米市
男女共同参画
行動計画

隣接するJAくるめ西部土づくりセンターと連携した土づくり学習への機会や農業体
験の場の提供、生産者と消費者の交流を目的に、平成22年4月に安武町に開設さ
れた施設。

久留米市
土づくり広場

第2次食育推進プランの策定を契機に開始した市民への食育啓発のシンボルイベ
ント。調理体験などの体験を通して食育を学ぶことができる。

くるめ
食育フェスタ

生活習慣病の予防と健康寿命の延伸を図り、市民の生活の質を高めることを目的
とした計画。（第2期計画期間：平成25～34年度）

第2期
健康くるめ21計画

健康づくりや生活習慣病予防を目的に、健康について体験しながら学べるイベント。健康くるめ21
フェスタ

様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生
活を実践することができる人間を育てること。

食育
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第3次　久留米市食育推進プラン（H28－H32） ・ 資料編

平成17年6月に農林水産省と厚生労働省が作成した、1日のうちに「何を」「どれだ
け」食べたらよいかを考える際の参考になるように、食事の望ましい組み合わせとそ
の量をイラストで分かり易く示したもの。

食事バランス
ガイド

市民の身近なところで相談や調理実習などを通じた食生活改善等に取り組んでい
る全国組織。食生活改善推進員になるためには、養成教室の受講が必要。

食生活改善
推進員協議会

食事の偏りや食べ過ぎ、運動不足、飲酒、喫煙などの生活習慣の積み重ねにより引
き起こされる病気のことで、糖尿病、心疾患等の循環器疾患、がん（悪性新生物）な
どがある。

生活習慣病

【た行】

地域全体で子育てを支援するための基盤づくりを目的に、地域の子育て支援の拠
点として市内に9施設設置されている。子育て相談、子育てサークルの育成支援、
情報誌の発行、子育て支援講座、エンゼル応援隊などの事業を行っている。

地域子育て
支援センター

地域で生産された農林水産物をその地域内で消費する取組。食料自給率の向上
や環境負荷の少ない社会の構築に寄与する取組である。

地産地消

市が久留米産農産物を積極的に販売・使用しているお店として募集・登録した店舗。
冊子や市ホームページ等で消費者へ紹介している。

地産地消推進店

【な行】

生ごみの減量、堆肥化、野菜づくり等に関する知識や技術を持ち、保育所、幼稚
園、小学校、地域などの要請に応じて指導者として活動する人のこと。

生ごみリサイクル
アドバイザー

【は行】

公の機関が政策や条例、計画などを作る過程で市民の皆さんの意見を募集する
手続きのこと。

パブリック・
コメント

農業や農村が持つ生産機能以外の機能のこと。私たちの生活に恩恵をもたらす「国
土の保全」、「水源のかん養」、「良好な景観の形成」、「文化の伝承」、「食料の安全
保障」などの機能が挙げられる。

農業・農村の
多面的機能

農林漁業者と商工業者が互いの「技術」や「ノウハウ」を持ち寄って、新しい商品や
サービスの開発・提供、販路の拡大などに取り組むこと。6次産業化の一つである。

農商工連携
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　食は、人が生きていくためになくてはならない、命の源です。緑豊かな耳納連山
と、絶えることのない筑後川の水の流れに育まれた広大なる大地、筑後平野に位
置する私たちのふるさと久留米には、豊かな食の恵みがあります。
　私たち久留米市民は、ふるさとが生み出す食の恵みと、大地を耕し、ふるさとを
培っていただいた先人たちの努力に感謝します。そして、ふるさとの農業と、地域に
伝えられてきた食文化を大切に守り育てます。
　私たちは、安全・安心なふるさとの食材を活かして、健全な食生活を実践します。
　私たちは、健康で長生きできるよう、規則正しく栄養バランスが良い食生活に
努めます。
　私たちは、子どもたちが、豊かな人間性を育み、健全な心身をつくり上げていく
ために、知育、体育、徳育の基礎となる食育を進めます。
　私たちは、豊かな食を生み出すふるさとの自然環境を守り、資源を大切にします。
　久留米市民みんなが参加し、久留米の食を大切にする「食育都市久留米」の
推進をここに宣言します。

久留米市食育都市宣言
平成18年11月11日

○久留米市は、市民みんなが参加し、久留米の食を大切にするために、
　平成１８年１１月に「久留米市食育都市宣言」を行いました。


